
　鶴田町人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況

　　（１）職員数 （単位：人）

採用者数
(H30.4.1採用者
含む)

退職者数 その他

一 般 行 政 職 73 3 2 △ 2 72

税 務 職 10 1 11

福 祉 職 0 0

医 師 職 0 0

医 療 技 術 職 1 1

看 護 ・ 保 健 職 7 1 8

企 業 職 3 3

教 育 職 1 1

技 能 労 務 職 14 1 13

合　　計 109 4 3 △ 1 109

２．職員の給与の状況

　　（１）１人当たりの支給額（平成３０年４月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

　　（２）初任給基準 （単位：円）

大学卒 短大卒 高校卒

179,200 159,800 147,100

医療職（栄養士等） 185,400 163,200

医療職（保健師等） 209,200 197,100 161,300

企業職

看護・保健職

294,209

268,500

310,425

医療技術職

　平成２９年４月
１日現在職員数

区　分
平成３０年４月１
日現在職員数

一般行政職 302,372

平成30年7月19日

平成２９年度中

平　　均　　給　　料　　月　　額

行政職（一般事務等）

区　　　　　　分

298,767

293,615

301,286

技能労務職

合 計

教育職 367,900

税務職

区　　　　　　分
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　　（３）手当制度の状況（支給実績のある手当等）

手　当　名 支　　　　給　　　　額　　　　等

扶養親族を有する職員に支給

　・配偶者　月１０，０００円

　・子　月８，０００円（配偶者なしの場合１０，０００円）

　・父母等　月６，５００円（配偶者なしの場合９，０００円）

　（被扶養者のうち１５～２２歳の者は５，０００円加算）

通勤距離（片道）が２㎞以上の職員に支給

　・自動車等で通勤する場合

　　通勤距離に応じ、月２，０００円～３１，６００円

　・バス等の交通機関を利用して通勤する場合

　　当該交通機関に係る運賃等の額（定期券代）

借家等に居住し、家賃を支払っている職員に支給

(家賃月額－23,000円)×1/2＋11,000円(上限27,000円)

次長職級以上の管理職員に支給

　・総務課長31，000円、課長等22，000円、次長12，500円

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給

　・勤務日における時間外勤務１時間につき

　　当該職員の時間単価×１．２５倍

　　（２２時から翌朝５時までの深夜勤務は１．５倍）

　・週休日における時間外勤務１時間につき

　　当該職員の時間単価×１．３５倍

　　（２２時から翌朝５時までの深夜勤務は１．６倍）

祝日及び年末年始の休日に勤務した職員に支給

　・上記、週休日における時間外勤務と同様

深夜(２２時～翌朝５時の間)に正規な勤務時間が割り振られた職員に
支給

　・勤務１時間につき　当該職員の時間単価×０．２５倍

　・感染症等防疫作業手当　

　　感染症の種類に応じて日額１００円～１５０円

宿日直勤務をした職員に支給

　・１回　　４，２００円

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特別の考慮を必
要とする職員に支給

宿日直手当

扶　養　手　当

通　勤　手　当

住　居　手　当

時間外勤務手当

特殊勤務手当

休日勤務手当

夜間勤務手当

管理職手当
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手　当　名 支　　　　給　　　　額　　　　等

基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給

　・６月期　　期末手当基礎額×１．１７５月分

　・１２月期　期末手当基礎額×１．３２５月分

　　期末手当基礎額は給料月額＋扶養手当＋役職加算額

　　（役職加算額は係長相当職以上の職員に対し、役職に応じて

　　給料月額の５％から１５％を加算するもの、特別職は２０％）

基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給

　・６月期　　勤勉手当基礎額×０．７７５月分

　・１２月期　勤勉手当基礎額×０．９２５月分

　　勤勉手当基礎額は給料月額＋役職加算額

　　（役職加算額は期末手当と同様）

　・世帯主で扶養親族がある職員　月額１７，８００円

　・世帯主で扶養親族がいない職員　月額１０，２００円

　・その他の職員　７，３６０円

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　　（１）勤務時間

区　　　　　分 勤　　務　　時　　間　　等

毎週月曜日から金曜日までの５日間

（国民の祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）

１日当たり勤務時間 午前８時１５分から午後５時まで休憩時間を除き実質７時間４５分勤務

１週間当たり勤務時間 ３８時間４５分勤務（７時間４５分×５日間）

勤務を要する曜日

１，８６０時間勤務（３８時間４５分×５２週間ー国民の祝日及び年末年
始６日間）

年間総勤務時間

寒冷地手当

基準日（１０月１日）に在職する職員に、世帯の状況に応じて１１月から
３月まで５か月間支給

期　末　手　当

勤　勉　手　当
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　　(2)休暇制度

休　　暇　　日　　数　　等

全職員に対し、１年につき２０日間附与

（前年の未使用日数は２０日を限度に翌年に繰り
越しできる）

・結核性疾患　　医師の認めた期間２年以内

・その他の疾病　　医師の認めた期間９０日以内
（特定の疾病は１８０日以内）

・選挙権、公民権行使　　必要と認められる期間

・証人、鑑定人、参考人として官公署へ出頭する
場合必要と認められる期間

骨 髄 移 植 休 暇 ・骨髄移植の検査、入院等に必要な期間 取得件数 0件

ボ ラ ン テ ィ ア 休 暇 ・無報酬で行う社会貢献活動　１年に５日以内 取得件数 0件

結 婚 休 暇 ・婚姻する職員に附与　連続する７日以内 取得件数 0件

妊婦の通勤緩和休暇 ・妊娠中の女性職員に附与　１日１時間以内 取得件数 0件

・妊娠中又は出産後１年以内の女性職員に附与

　妊娠後の期間に応じて定められた回数

産 前 休 暇
・妊娠した職員に対し、出産予定日まで最大８週
間、多胎の場合は１４週間附与

取得件数 0件

産 後 休 暇 ・出産した職員に対し、出産日後８週間附与 取得件数 0件

育 児 休 暇
・生後１年に達しない子を養育する職員に対し、１
日２回それぞれ３０分以内の期間

取得件数 0件

生 理 休 暇
・生理に伴う身体の異常により、勤務が困難な職
員に対し、２日以内の期間附与

取得件数 1件

配 偶 者 出 産 休 暇 ・配偶者の出産に際し、最大２日間附与 取得件数 0件

育児参加のための休暇
職員の妻が出産する場合であって、当該出産に
係る子又は小学校就学前の子を養育する場合、
当該期間内における５日の範囲内の期間

取得件数 0件

子 の 看 護 休 暇 ・小学校就学前の子の看護　１年に５日以内 取得件数 3件

短 期 介 護 休 暇
要介護者の介護等を行う職員に対し５日以内の
期間附与

取得件数 0件

服 忌 休 暇
・親族の喪に遇った職員に対し、血縁及び生計関
係に応じて最大７日以内

取得件数 7件

祭 日 休 暇 ・父母、配偶者又は子の法要等に際し、１日附与 取得件数 0件

夏 季 休 暇
・全職員に対し、７月から９月までの間において、
４日間附与

平均使用日数 3.3日

現住居の滅失等の休
暇

・自然災害、火災等で住居が滅失、損壊した職員
に対し必要と認められる期間

取得件数 0件

出 勤 困 難 休 暇
・自然災害等による交通機関の事故で通勤が困
難な場合、必要と認められる期間

取得件数 0件

退勤途上の危険回避
休暇

・台風等で交通の遮断、洪水の恐れがあるとき必
要と認められる期間

取得件数 0件

無給
休暇

介 護 休 暇
・負傷、疾病又は老齢により、２週間以上にわた
り親族を介護しなければならない職員に対し、６
月を限度に必要な期間附与

取得件数 0件

使　用　実　績
(一般職員)

0件

休　暇　の　種　類

年 次 休 暇 平均使用日数

有給
休暇

選 挙 等 休 暇

妊 産 婦 通 院 休 暇

取得件数

取得件数

12.1日

病 気 休 暇 取得件数 14件

0件
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４．職員の分限及び懲戒処分の状況
　（１）処分者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）

処　分　者　数

免　職 0

降　任 0

休　職 1

降　給 0

失　職 0

免　職 0

停　職 0

減　給 0

戒　告 0

 訓告等 0

５．職員の服務の状況
　（職員服務の根本基準）

（単位：人）

違反者数

　争議行為の禁止 　職員は、ストライキ等をしてはならない。 0

　政治的行為の制限 0

職員の交通事故の状況

処　分　内　容 処　　　分　　　事　　　由

　職員は、法令に従い、かつ、上司の職務命令
に従わなければならない。

　命令に従う義務

区          分 内　　　　　　　　　容

分限
処分

懲戒
処分

心身の故障

　営利企業従事制限 0

　中立的な立場を保つため、所定の政治的な
行為をしてはならない。

　守秘義務

　職務専念の義務
　職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべ
てを用い、職務にのみ専念しなければならな
い。

　全ての職員は全体の奉仕者として、公務を民主的かつ勝能率的に運営し、職務の遂行に
当たっては、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

0

　信用失墜行為の禁止 0

0

　職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名
誉になるような行為をしてはならない。

　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな
らない。その職を退いた後も同様とする。

0

　職員は、営利を目的とする私企業を営むこと
を目的とする会社その他の団体の役員、顧
問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね
てはならない。

公務上１件、公務外０件

－5－



６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１）職員の研修に関する状況 （単位：人）

受　講　者　数

9

5

6

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

36

　（２）勤務成績の評定

　　・職員の勤務成績について評定し、その評価結果に基づき、適正な人事管理及び職員の

　　人材育成に積極的に活用するため、年１回人事評価を実施しています。

未来志向型人材育成塾 五所川原圏域の市町による合同研修

市町村財務事務研修

市町村法務研修

道路事業一般研修

市町村選挙管理事務研修

市町村税務徴収研修

市町村税務新任者研修

市町村固定資産税研修

市町村民税研修

専門研修（行政と教育の連携
による地域づくり）

　　　　合　　　　　　計

青森県自治研修所における部局研修

市町村アカデミーにおける専門研修

研　　修　　区　　分

管理者入門研修

課長研修

新採用者研修

主幹研修

主事・技師研修
青森県自治研修所における職員階層別研
修

研　　　修　　　内　　　容　　　等
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７．職員の福祉及び利益の保護の状況
　（１）職員の健康診断等に関する状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

受診者数等

55

16

42

44

1

　（２）職員互助会の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

災害件数

事業内容

公費補助

職員のスポーツ・文化クラブ活動

なし

災　　　害　　　の　　　概　　　要

所属課内の清掃中、事務机下の角に右足
中指を打撲した。

1

　（３）公務災害補償制度
加　　入　　団　　体

地方公務員災害補償基金青
森県支部

青森県総合健診センターに委託して実施、
法定で事業主に義務づけられた検査を網
羅　結　核　健　診

　日　帰　り　ド　ッ　ク

区　　　　　分

　定期健診（メタボを含む）

内　　　　　容　　　　　等

会員数

　脳　ド　ッ　ク

鶴田町職員労働組合

93

　特定保健指導

受診医療機関の実施内容による

受診医療機関の実施内容による

青森県総合健診センターに委託して実施

会の名称
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平成２９年度要求件数 0

平成２９年度申立件数 0

平成２９年度処理件数 0

処　　　　　　　　理　　　　　　　　の　　　　　　　　概　　　　　　　　要

　（３）その他

　（２）不利益処分に関する不服申し立ての状況

８．公平委員会に係る業務の状況
　（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

措　　　　　置　　　　　要　　　　　求　　　　　の　　　　　概　　　　　要

不　　　　服　　　　申　　　　立　　　　て　　　　の　　　　概　　　　要

－8－


